
地域包括ケアシステムの評価と
市町へのデータ提供の取組み

広島県 健康福祉局 地域包括ケア・高齢者支援課

平成２９年５月１５日

1

≪イラストの出典≫

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）



広島県の基礎データ

区 分 数 値 参 考

市 町 村 数 ２３市町
※ 平成の大合併前８６市町村 【内訳】

・政令市 １（広島市）
・中核市 ２（呉市，福山市）
・一般市 １１
・町 ９

人 口 ２，８４３，９９０人

平成２７年国勢調査世 帯 数 １，２０９，２８８世帯

高 齢 者 人 口 比 率 ２７．５％

2



広島二次保健医療圏

広島西二次保健医療圏

広島中央二次保健医療圏

呉二次保健医療圏

福山・府中二次保健医療圏

備北二次保健医療圏

尾三二次保健医療圏

日常生活圏域（１２５圏域）
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二次保健医療圏域（７圏域）



◇ 団塊世代が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）を目途に，「効率的かつ質の高い

医療提供体制」と「地域包括ケアシステム」を一体的に構築・運用していくため，医療と

介護の連携強化を図る観点から関係課を再編し，関連施策を積極的に推進する。

信頼される医療・介護提供体制の構築

ポイ

ント

現 行 再 編 後 （Ｈ27.4～）

地 域 福 祉 課

健康福祉局

・保健医療計画（救急医療を含む。）

・医療（小児，周産期，へき地，災害）
・医師確保

高齢者支援課

医 療 保 険 課

介 護 保 険 課

・福祉・介護人材の確保

・社会福祉法人の指導監査

・高齢者プラン

・地域包括ケア
・認知症介護支援

・老人福祉施設の指導監査など

・国民健康保険，後期高齢者医療保険

・高齢者プラン（介護保険事業支援計画）

・介護保険

・介護保険事業者の指導監督など

医療介護人材課

健康福祉局

・地域医療構想（ビジョン）
・保健医療計画（救急医療を含む。）
・高齢者プラン（介護保険事業支援計画を含む。）

医療介護保険課

・医師確保，看護師等の確保
・福祉・介護人材の確保
・医療（小児，周産期，へき地，災害）

・地域包括ケア
・認知症介護支援
・健康づくり（疾病予防・健康増進）

・国民健康保険，後期高齢者医療保険
・介護保険

・社会福祉法人の指導監査
・老人福祉施設の指導監査など
・介護保険事業者の指導監督など

地域医療構想等に基づく
医療・介護連携の推進

【再編】

【再編】

【再編】

地域包括ケア・高齢者支援課 【再編】

【再編】地域福祉課

地域のニーズを踏まえた
医療・介護資源（人材等）の

確保・適正配置など

医療保険・介護保険の適正運用

社会福祉法人等の
事業者指導の一元化

医務課 看護Ｇ

・看護師等の確保

医務課

医療介護計画課医 療 政 策 課

健康対策課 健康企画Ｇ

・健康づくり（疾病予防・健康増進）
健康対策課

新
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地域包括ケアシステムの構築を推進するため，県が実施主体と
なり，市町を広域的に支援するセンターを設置。
県内１２５日常生活圏域にそれぞれ１２５通りのシステム構築

を推進

■センター長：山口 昇（公立みつぎ総合病院特別顧問）
■設置年月日：平成２４年６月１日
■職員体制：医師，理学療法士，作業療法士，保健師，看護師，社会福祉士等を配置

広島県地域包括ケア推進センターの設置

センターの現地ヒアリングから見えてきた課題

具体的な「構築方法」がわからない。

どのような状況であれば「構築している」と言えるのか
わからない。

市町の声 広島県独自の取組

構築手法の類型化

評価指標の作成
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広島県独自の取組

・地域包括ケアシステム

構築手法の類型化

・パイロット圏域への
集中支援

・特色ある取組を他地域
へ普及

構築手法の類型化

大都市型，都市型，団地型，
中山間地域型，島嶼・沿岸部型

・地域包括ケアシステムの

構築状況を客観的に
評価する指標を作成。
評価を実施

評価指標の作成

・定量的評価（各種統計データ等）

・定性的評価（分野ごとの状況評価）

・ネットワーク構築等の面的な広がり
の評価

・介護保険事業計画と
連動して優先的に取り
組む目標を設定し，
進捗を管理

ロードマップの策定

Ｈ26年度末 全ての市町でロード
マップを策定

現在，各市町の進捗へ助言

・介護保険の保険者
としての取組を市町
において自己評価

保険者機能の評価

将来推計・分析，基本方針等
の住民等への説明，地域ケア
会議の充実等

保険者としての基本的な機能
の自己評価・毎年度の検証

目標（各年度末） Ｈ26【実績】 Ｈ27【実績】 Ｈ28 Ｈ29

地域包括ケア実施圏域数 21圏域 49圏域 85圏域 全１２５圏域

独自の取組を活かし，ＰＤＣＡにより着実に推進

加速化

Ｈ26は23圏域，Ｈ27は24圏域へ専
門職を集中派遣。Ｈ28は39圏域選
定

全国初 全国初

それぞれの地域特性に応じた地域包括ケアシステムを

平成２９年度末までに 県内１２５全ての日常生活圏域で構築
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• 地域包括ケアシステムは，それぞれの日常生活圏域の地域特性に応じた構築手法により取り組む
必要があるため，県内の日常生活圏域を類型化し，その類型ごとに圏域を選定し，システム構築の
取組を「見える化」することにより，同様の地域特性を有する他の圏域の取組の促進を図る。

類型化 （一般的特性） 市町への情報提供

主に都市部に流入する人々の住まいの受け皿として
同一世代が一斉に入居した地域

人口密度が高く，生活インフラ（交通網，企業活動，
住宅等）が充実，地域のつながりが薄れがち
（上記以外の都市を想定）

都市型

団地型

人口密度が高く，生活インフラ（交通網，企業活動，住
宅等）が充実，高度な医療機関が存在，近隣関係が
希薄 （政令指定都市，中核市を想定）

大都市型

同
様
の
地
域
特
性
を
有
す
る
他
の
地
域

地域包括ケアシステム構築手法の類型化

課題 ・地域の自然・社会環境や医療・介護等の社会資源は各地域により異なり、多様性がある。
・多様性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築イメージが持てていない。

中山間地
域型

島嶼・沿岸
部型

上記に加え，本土との架橋がない等により救急搬送
等を含む医療資源等にも課題がある。

地域のつながりが，比較的残っている一方，少子高
齢化が進展し，医療・介護基盤，交通網等の整備に
課題がある。

※山間部でも社会資源が集積している地域等もあることから小分類も検討

圏域の選定・支援

各類型ごと

数圏域選定

集中支援
ヒアリング
専門職派遣

広島県地域包括ケア推進センター

地
域
特
性
に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

地域包括ケア体制の構築への取組

7
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平成２８年度選定圏域の支援

○地域ケア会議の企画運営
・地域ケア会議のデザイン化，体系化，協議体との位置づけ整理

・市町の方針明示による地域ケア会議の進め方の共有

〇多職種連携による地域づくり
・多職種連携研修会の企画運営，事例検討による連携

〇介護予防
・リハビリを考える会の地域リハ活動

〇在宅看取りの取組
・グループワークによる仮想事例検討会の開催
・在宅医療研修会,在宅看取り事例検討会の企画･開催

〇地域住民の意識啓発
・認知症支援に向けた住民参加型研修の開催
・認知症サポーターの養成

《支援内容》

《支援方法》

〇課題への取組みに応じて専門職による支援チームを派遣
〇県，県保健所と協働体制で支援
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選定圏域の参考になる取組の情報発信
《広島県地域包括ケア推進センターホームページで情報発信》

○都市型
・ホスピスボランティアが住民主体でがんサロンを運営し，サロン参加ができなくなった
人には在宅看取りを支援する取組 (竹原市)

・市と地域包括支援センター，医師会が呼び掛け多職種連携協議会を立ち上げ，研修
会や事例検討，地域に出向く巡回よろず相談等に取組 (大竹市)

○団地型
・孤独死があったことで地域包括支援センターが地域ケア会議で町内会役員や民生
委員と地域課題について検討しサロン立ち上げ (府中町)

・行政，事業所等のほか，民生委員を含めた住民がワーキング会議で協議を重ね，
在宅支援に繋がる 「熊野いきいき応援店」を発足 (熊野町)

○中山間地域型
・民生委員，老人クラブ，女性会等からなる「生涯暮らし続けられる吉和地域をつくる会」
を立ち上げ，意見をまとめて市へ政策提言 (廿日市市吉和)

・診療所の医師が中心となって継続的な住民への情報発信や専門職への情報提供，
チームケア実践により在宅看取りの推進に取組 (北広島町芸北)                                                                                                 

○島嶼・沿岸部型
・介護事業所とNPO法人が中心になり，住民，医療福祉関係者が連携して高齢者，
障害児・者を地域で支える体制を整える取組 (福山市南部１)

・行政，地域包括支援センター，社協，福祉施設，病院が「島でねばる」ワーキングを立
ち上げ多職種連携や課題の検討・解決，市民啓発に取組 (江田島市能美町)
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圏域の特色ある取組は
広島県地域包括ケア推進センターの

ホームページに掲載しています。
アドレスはこちら http://chiikihoukatsucare.net/

検索は 「広島県地域包括ケア推進センター」
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地域包括ケアシステム構築の評価

○現地ヒアリング調査による取組状況把握
派 遣 ： 推進センター，県，保健所職員
派遣先 ： 市町，地域包括支援センターほか
内 容 ： 地域包括ケアシステム構築に向けた基本方針，

取組の進捗状況，課題
○ヒアリング調査等に基づき広島県地域包括ケアシステム評価シート
（平成26年度暫定版，28年度確定版作成）により評価

○評価結果について市町と，市町の自己評価とすり合わせ，意見交換
○当該年度末時点で最終評価

《評価の方法》

《評価結果の報告》

○評価結果を市町に報告

地域包括ケアシステム構築の評価，
評価指標，評価の考え方
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国の要素
１ 医療
２ 介護
３ 保健・予防
４ 住まい・住まい方
５ 生活支援・見守り等

広島県の追加要素
６ 専門職・関係機関のネットワーク
７ 住民参画（自助・互助）
８ 行政の関与・連携

1.医療

2.介護

3.保健・予防

4.住まい・住まい方

5.生活支援・見守り

等

6.専門職・関係機関

ネットワーク

7.住民参画

8.行政の関与・連携

団地型（例） 中山間地域型（例）

12
地域包括ケアシステムの評価指標

⇒ 今後は地域包括ケアシステム構築のアウトカム評価を実施する予定



都市型（例）

大都市型（例）

中山間地域型（例） 島嶼・沿岸部型（例）
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「地域診断カルテ」について（H26年度実施） 14



51.1%

43.0%

36.3%

4.4%

3.4%

4.2%

34.1%

42.1%

46.4%

3.7%

3.3%

4.8%

6.6%

8.2%

8.3%

尾道市西部

尾道市

広島県

評価指標の一例 ～ ケアバランス指標
【尾道市西部圏域（吉和町，栗原町，東則末町等）の場合】

（要介護３以上・2014年3月介護・医療レセプトデータ）

在宅サービス

（下記ショートステイを除く）

ショートステイ15日以上

施設・居住系サービス

入院

その他

ケアバランス指標：
在宅生活の継続が困難となるのは，身体介護量（特に排泄ケア）が増大する要介護３以上と考えら

れることから，要介護３以上の認定者の居所（在宅・施設など）をサービス利用割合のデータから
分析することにより，その地域のケアバランスの特性を把握することができる。

⇒ 一般的には「在宅サービス利用率が高い」≒「在宅限界点が高い」と言えるが，「在宅サービス利用率」だけでは，

例えば，適切なサービスの組み合わせで支えているか，また，医療と介護の連携は円滑に行われており，本人や家
族の不安が少ない状態かどうかは不明であるため，他の指標（定量・定性）と合わせて見ていくことや，それぞれの
数値の背景・要因を市町で分析し，その地域に応じた方策を検討する必要がある。
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地域包括ケアシステムの評価指標 16
※拡大版あり



地域包括ケアシステム構築に係る評価の考え方

【評価の視点及び評価点】

●定量的評価（データ等），定性的評価（圏域のヒアリング調査
等），住民アンケート（第6期介護保険事業計画策定時における
市町実施アンケート等）を活用し，評価項目ごとに取組状況を
５点満点で評価（満点40点）

●評価基準
評価点が7割以上（28点以上）の圏域を概ね構築しているとして

評価

●評価確定までの手順
市町が行った自己評価と， 広島県・広島県地域包括ケア推進セン

ターが行った客観評価を関係者間で確認するとともに，外部有識者
の意見を加えて評価した。
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３ 医療・介護・保健情報等の活用イメージ

医療・介護・保健情報等を活用した健康づくりの推進に向けた連携協力協定・分析事業

１ 概 要
県民の健康づくりを推進し，健康的な生活の実現を図るため，関係者が連携協力協定（H25.10.11締結）のもと，医療・介護・特定健康

診査等の情報活用を通じて，特定健康診査・特定保健指導，がん検診等の地域状況に応じた受診促進や生活習慣病の予防，早期発
見，重症化予防等にきめ細やかに取り組む。

２ 協定事業者
○ 行 政 広島県，県内23市町
○ 保険者団体 全国健康保険協会広島支部，健康保険組合連合会広島連合会，広島県後期高齢者医療広域連合，

広島県国民健康保険団体連合会，広島県医師国民健康保険組合，広島県歯科医師国民健康保険組合，
広島県薬剤師国民健康保険組合，広島県建設国民健康保険組合

○ 医療関係者 （一社）広島県医師会，（一社）広島県歯科医師会，（公社）広島県薬剤師会，（公社）広島県看護協会
○ 介護関係者 広島県老人福祉施設連盟，広島県老人保健施設協議会，（公社）広島市老人福祉施設連盟

県民の７割をカバー

医 療 情 報

協 会
けんぽ

介 護 情 報

健診・保健指
導 情 報

○ 特定健診結果と生活習慣
病の状況や健康課題

○ 要介護区分と疾病の関係

○ 日常生活圏域のサービス
提供状況

地域の状況の把握

○ 地域ごとの疾病別医療費
等の経年データの分析によ
り保健事業等の効果の判定

○ 保健事業の対象者への重
点的な保健事業の実施

○ 地域の疾病構造や医療と
介護の連携の課題

○ 予防可能となっている疾病，
重度化している疾病の把握

重点課題の抽出

広島県

○ 地域の医療と介護の連携
した効果的な体制

○ 保健事業の対象者への重
点的な保健事業の実施

重点課題への対策

効果の確認・検証

保険者団体

 市町間比較等現状把握

 健診等受診率向上

 保険料・給付費の適正化

 在宅医療・介護連携
など

県内23市町

 医療提供体制の再構築

 医療機能分化・連携など各
種施策展開

医療関係者
介護関係者

国 保
連合会

 実証的なエビデンスに基づく健康福祉施策の実施
 保健医療計画（地域医療ビジョン），高齢者プランの策定 など

デ
ー
タ
蓄
積
分
析

データ提供

東北大学藤森
教授など有識者
のアドバイス

県 民情報共有

地域包括
ケアシステ
ム構築

分析システム（emitas-G）整備・運用

情報共有

地域医療
施策の推
進
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